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Ⅰ 「福山市男女共同参画基本計画（第３次）」の施策体系 
 

  基本目標 重点目標 施  策  の  方  向 

Ⅰ 男女共同参画

の意識づくり 

１ 男女の意識変革の促 

進 

(1) 男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進 

(2) 男女共同参画に関する調査・研究の推進 

(3) メディアにおける男女共同参画の推進 

(4) 国際的視点に立った男女共同参画の意識づくり 

２ 男女共同参画を推進

する教育・学習の充実 

(5) 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

(6) 男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 

Ⅱ 政策等の立案

決定への男女共

同参画の促進 

３ 政策等の立案決定へ

の男女共同参画の促進 

(7) 審議会等への女性の参画の推進 

(8) 女性の管理職等への登用 

(9) 女性の人材育成と情報提供 

４ 地域における身近な

男女共同参画の促進 

(10)  地域活動における男女共同参画の促進 

(11)  防災・環境その他の分野における男女共同参画の促

進 

Ⅲ 男女共同参画

を阻害する暴力

の根絶 

５ 配偶者等からの暴力

（ＤＶ）の防止と被害

者への支援 

（福山市ＤＶ対策基本

計画） 

(12)  ＤＶ防止のための啓発活動の推進 

(13)  相談窓口の周知と相談体制の充実 

(14)  被害者の安全確保と自立支援 

(15)  関係機関との連携の強化 

Ⅳ だれもが安心

して暮らせる環

境づくり 

６ セクシュアル・ハラ

スメント等の防止対策

の推進 

(16)  セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

(17)  女性や子どもに対する性暴力等の防止対策の推進 

７ 生涯を通じた健康支      

 援 

(18)  生涯を通じた健康の保持増進対策の推進 

(19)  妊娠・出産等に関する健康支援 

(20)  健康をおびやかす問題についての対策の推進 

８ 高齢者，障がい者，

外国人市民等が安心し

て暮らせる環境の整備 

(21)  高齢者・障がい者等が安心して暮らせる環境の整備 

(22)  外国人市民に対する支援と多文化共生の意識の高揚 

Ⅴ 仕事と生活の

調和（ワーク・

ライフ・バラン

ス）の推進 

９  仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バ

ランス）の促進 

(23)  ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発の推進 

(24)  仕事と子育て・介護の調和に向けた就労環境の整備 

(25)  家庭生活への男女共同参画の促進 

(26)  子育て支援策の充実 

１０ 働く場における男

女共同参画の促進 

(27)  雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

(28)  能力発揮促進のための支援 

計画の推進 ・ 推進体制の充実 

・ 関係機関，市民，民間団体等との連携・協働 

・ 拠点施設の充実 

・ 計画の進行管理 
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Ⅱ 福山市の男女共同参画の推進状況 

１ 男女の意識変革の促進  

趣  旨 「夫は仕事，妻は家庭」といった固定的な性別役割分担意識は，徐々に解消が進ん

できているとはいえ，いまだに根強く存在しています。このような「男だから，女だから」

ということで生き方や働き方を制限されることなく，多様な生き方等を主体的に選択でき

ることが重要です。 

このため，男女を問わず，一人一人が自分の中にある，固定的な性別役割分担意識に気

づき，これを解消して，男女共同参画に関する認識を深めることができるよう，啓発活動

を積極的に展開します。 

主な事業 市民を対象にした，イコールふくやま講座・セミナー，男女共同参画推進員出前講

座，「男女共同参画フォーラム２０１７」などの開催により，意識啓発を行いました。 

また，「広報ふくやま」や男女共同参画情報誌「イコール」などにより，広報・啓発を

行いました。 

事 業 名 内  容 

男女共同参画推進員出前講座の実施 
市内に在住又は在勤で１０人以上の団体等を対象に，
男女共同参画推進員が企業や地域に出向いて出前講
座を実施しました。  

男女共同参画フォーラムの開催 
企画・立案から実施まで男女共同参画センター登録団
体と行政が協働し，講演会等を開催しました。 

男女共同参画情報誌「イコール」の発行 
男女共同参画に関する最新情報や講座・セミナーの内
容等を編集・発行し，配布しました。 

男女共同参画に関する資料の収集・提供 
市図書館で関連図書等を収集して貸出を行っていま
す。また，特集コーナーで展示も行いました。 

 

成果と課題 講座・セミナーやイベント等の開催により，積極的に啓発活動を展開しました。

とりわけ，「男女共同参画フォーラム２０１７」は企画・立案から実施まで，登録団体と

行政が協働して行い，多くの市民の参加が得られたことで，意識啓発とともに「イコール

ふくやま」の周知が図られました。しかし，市民意識調査結果から男女共同参画を阻害す

る要因の一つである固定的な性別役割分担意識は，未だに根強く残っていることが伺われ，

本基本計画（第４次）でも引き続き啓発活動を積極的に展開する必要があります。 

また，「広報ふくやま」や男女共同参画情報誌「イコール」により，男女共同参画に関

する情報や市民意識調査結果について，広く市民に広報・啓発できました。特に，情報誌

は，関連するイベントや講演会等で配布したほか，福山明るいまちづくり推進大会等で配

布し，より多くの市民に周知することができました。 

 

関連するデータ 

 項   目 現状値（２０１７年度） 

男女共同参画推進員出前講座の実施回数と参加者数 ４７回  延べ１，８２４人 

「男女共同参画フォーラム２０１７」の参加者数 
講演会      ３４７人 

登録団体研修会  ３１人 

男女共同参画情報誌「イコール」の発行回数及び部数 ２回   各１３，０００部 
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◆「夫は仕事，妻は家庭」といった固定的な性別役割分担意識 

◆社会全体における男女の平等感 

 

★福山市男女共同参画基本計画（第３次）目標値 

指  標 
指 標 設 定 時 

（２０１２年度） 

目 標 値 

（２０１７年度） 

最 終 数 値 

（２０１７年度） 

男女共同参画に関す
る講座・セミナー等へ
の男性の参加割合 

２２．２％ 
（２０１１年度） 

  ３０％ ３６．１％ 

地域・企業等への出前
講座の実施回数 

７９回 
（２０１１年度） 

１００回 

８０回 
男女共同参画センター ４７回 

産業振興課          ３３回 

社会全体で「男女の地
位が平等となってい
る」と思う人の割合 

１５．９％ ２０％ 
１３．３％       

（２０１６年度） 

「夫は外で働き，妻は
家庭を守るべきであ
る」という考え方に反
対する人の割合 

５２．４％ ６０％ 
６０．６％       

（２０１６年度） 

女性に関する人権問
題がないと思う人の
割合 

１４．７％ 
（２０１０年度） 

２０％         
―               

（調査実施なし） 

男女共同参画に関す
る図書の収集冊数（市
図書館） 

６，１００冊 
（２０１１年度） 

７，０００冊 ７，２０１冊 

問２　②夫は外で働き,妻は家庭を守るべきである〔％〕

N =

全　　　体 1004

女性 595

男性 369

18歳～29歳 139

30歳～39歳 171

40歳～49歳 199

50歳～59歳 184

60歳～69歳 145

70歳以上 133

3.3

1.7

5.7

2.2

1.8

2.0

2.7

3.4

8.3

23.4

20.3

28.5

18.0

22.2

17.6

20.7

26.2

40.6

29.5

29.4

30.6

28.1

29.2

29.6

28.8

36.6

25.6

31.1

35.8

23.6

38.1

31.6

36.7

38.0

21.4

16.5

11.7

11.8

11.1

12.9

14.6

14.1

9.8

11.0

5.3

1.1

1.0

0.5

0.7

0.6

0.0

0.0

1.4

3.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無 回 答

問１　⑧社会全体では〔％〕

N =

全　　　体 1004

女性 595

男性 369

18歳～29歳 139

30歳～39歳 171

40歳～49歳 199

50歳～59歳 184

60歳～69歳 145

70歳以上 133

13.1

15.1

9.5

11.5

10.5

12.6

16.8

15.9

10.5

59.7

63.5

56.1

54.0

60.2

62.3

64.1

63.4

54.9

13.3

10.1

17.9

17.3

12.3

11.6

10.3

8.3

22.6

4.4

2.2

7.9

5.0

6.4

4.5

3.3

3.4

3.0

0.7

0.5

1.1

2.2

0.6

0.0

1.6

0.0

0.0

7.5

7.4

6.8

10.1

9.9

7.5

3.3

6.2

6.8

1.3

1.2

0.8

0.0

0.0

1.5

0.5

2.8

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性のほうが非常に優遇されている どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている わからない

無 回 答

〈資料〉福山市「男女共同参画に関する市民意識調査」（2016年） 

〈資料〉福山市「男女共同参画に関する市民意識調査」（2016年） 
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２ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実   

趣  旨 男女共同参画社会を実現するためには，男女がともに自立して個性と能力を発揮し，

お互いの意識や価値観に人権尊重や男女平等という意識を根付かせる必要があります。

このため，教育・学習の果たす役割は極めて重要であり，学校，家庭，地域などあらゆ

る場において，相互の連携を図りながら，積極的に行われる必要があります。 

 

主な事業 学校では，学習指導要領に則り，児童・生徒の発達段階に応じて，各教科・領域に

おいて，人権の尊重，男女の相互理解と協力の重要性を指導するとともに，職場体験等の

体験活動の充実を図りました。地域では，家庭教育を支援するため，家庭・地域教育力向

上支援事業を開催しました。また，男女共同参画推進員出前講座（再掲）などにより意識

啓発を図りました。 

 

事 業 名 内  容 

小学校用男女共同参画教育参考資料と教
師用手引書の作成・指導 

男女共同参画教育参考資料「みんななかま」（小学１・
２年生用）（小学校中・高学年用）と教師用手引書を
作成・配付し，指導しました。 

職場体験等の体験活動の充実 
市内の中学２年生全員を対象として，８月に全市一斉
に原則校区内の事業所等で，５日間の職場体験を行い
ました。 

家庭・地域教育力向上支援事業 
地域で支援活動を担う子育てサポーターリーダーの
養成を行いました。 

 

成果と課題 新たに男女共同参画教育参考資料「みんななかま」（小学校中・高学年用）を２０

１５年度（平成２７年度）に作成し，２０１６年度（平成２８年度）から市内すべての小

学校３年生から６年生に配付しました。学校においては，男女共同参画教育参考資料「み

んななかま」を活用した指導を通じて，人権の尊重，男女の相互理解と協力の重要性やキ

ャリア教育の充実が図られました。また，８月に中学２年生全員を対象とした５日間の職

場体験を行いました。地域では，公民館など生涯学習の場において，多様な学習機会を提

供することができました。男女共同参画社会の実現に向けて，教育・学習の果たす役割は

極めて重要であり，本基本計画（第４次）でも継続して取り組んでいく必要があります。 
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◆男女共同参画に関する講座セミナー等への男性の参加割合 

〈資料〉福山市調べ 
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関連するデータ 

 項   目 現状値（２０１７年度） 

小学校用男女共同参画教育参考資料と教師用手引
書の活用校数 

市内の公立小学校は７７校のうち７６校，
私立小学校は３校のうち２校が活用した。    

職場体験「チャレンジ・ウィークふくやま２０１７」
の参加者数と受入事業所数 

３,７５１人 
１,３６２事業所 

家庭・地域教育力向上支援事業参加者数 
出前講座       ７３ 回  １,２５０人 
ファシリテーター養成講座   ５回 ３３人 
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講座       ２回 ３０人 

  

 

 

３ 政策等の立案決定への男女共同参画の促進   

趣  旨 将来にわたって持続可能な活力ある豊かな社会を築くためには，多様な人材の能力

を活用する必要があり，男女共同参画社会の実現が不可欠です。その実現に向けては，政

策・方針決定過程への女性の参画を拡大し，新たな発想・視点や様々な人々の立場を考慮

した意見を取り入れていくことが重要です。 

本市の政策・方針決定過程における女性の参画状況をみると，各種審議会等への女性の

参画状況は２５．９％〔２０１７年（平成２９年）４月１日現在〕で女性の参画が十分で

はありません。また，市管理職（課長級以上）への女性職員の登用状況は１５．８％（前

記の月日現在）で，男女共同参画基本計画（第３次）の目標に達しており，昨年度より２．

４％上昇しています。 

行政施策の対象となる市民の半分は女性であり，行政施策に男女双方の意見や考え方を

反映させるためにも，各種審議会等への女性委員の選任や，市管理職等への女性職員の登

用などを一層推進する必要があります。 

 

主な事業 審議会等への女性委員の登用を推進するため，審議会等の所管課に対して，委員の

改選時期に合わせて，女性の積極的な起用や公募委員の起用を図るよう働きかけました。 

女性市職員の管理職等の登用については，昨年度も積極的に登用を行いました。人材育

成セミナーでは，企業や地域の団体等に出向いて，男女共同参画を推進するための活動を

行う男女共同参画推進員の養成を行いました。市職員の女性リーダーを養成するため，毎

年計画的に各種研修へ派遣しています。 

問１　④学校教育の場では〔％〕

N =

全　　　体 1004

女性 595

男性 369

18歳～29歳 139

30歳～39歳 171

40歳～49歳 199

50歳～59歳 184

60歳～69歳 145

70歳以上 133

1.4

1.3

1.4
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2.7

2.8

0.8
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5.8

2.5

5.4
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2.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0.0

0.0

1.1

0.0

2.3

29.6

31.3

26.6

30.9

33.9
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20.7

32.4

24.8
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0.0
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1.5
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6.2

12.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性のほうが非常に優遇されている どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている わからない

無 回 答

〈資料〉福山市「男女共同参画に関する市民意識調査」（2016年） 

◆学校教育の場における男女の平等感 
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事 業 名 内  容 

市の設置する審議会等への女性の登用推
進 

女性委員の登用があまり進んでいない審議会等の所
管課に対し，委員の改選時期に合わせて，女性の積極
的な起用や公募委員の起用を図るよう働きかけると
ともに，男女共同参画センターの人材リストへ登録さ
れている人材情報の提供を行いました。 

女性市職員の管理職等への登用の促進 
政策等の立案決定過程への女性の参画拡大により，新
たな視点から幅広い議論を行い，さまざまな人の立場
を考慮した政策の立案・実施を可能にします。 

人材育成セミナーの開催 
企業や地域の団体等に出向いて，男女共同参画を推進
するための活動を行う男女共同参画推進員を養成す
るため，人材育成セミナーを開催しました。 

市職員の女性リーダーの養成 
女性職員の意識改革と能力発揮を支援するため，自治
大学校等への派遣研修を実施しています。 

 

成果と課題 本市の審議会等への女性の参画状況は，２０１７年（平成２９年）４月１日現在，

２５．９％と，昨年度より０．３％上昇していますが，男女が対等に参画しているとはい

えない状況です。女性委員の登用が進まない要因の一つに，選出母体となる団体代表者や

行政関係機関等の幹部職員に女性の登用が進んでいないことがあります。引き続き，本基

本計画（第４次）でも女性の起用を推進するとともに，男女の意識変革の促進や女性の人

材発掘・育成に取り組んでいく必要があります。また，女性リーダーの養成を引き続き行

い，女性職員の意識改革と能力発揮を支援していきます。 

関連するデータ 

 項   目 現状値（２０１７年度） 

市の設置する審議会等への女性の登用推進 

審議会の数      ６９ 

委員総数   １，１３５ 人 

女性委員       ２９４ 人 

市職員女性管理職登用数 

部長級      ３人 

課長級          １２人 

課長補佐級      １５人 

次長級          ３５人 

人材育成セミナーの講座実施回数及び参加者数 ７回     述べ  ２６人 

自治大学校等への派遣研修参加者数 ２０人 

 

★福山市男女共同参画基本計画（第３次）目標値 

指  標 
指標設定時 

（２０１２年度） 

目 標 値 

（２０１７年度） 

最 終 数 値 

（２０１７年度） 

市の審議会等委員に占める女性の

割合 
２３．９％ ３０％ ２５．９％ 

市職員の管理職に占める女性の割
合 

８．８％ １２％ １５．８％ 

イコールふくやま人材リスト登録
者数 

６２人 
（２０１１年度） 

７０人 ５１人 
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件 
      ◆審議会等委員に占める女性の人数と割合の推移（各年４月１日）            

 

４ 地域における身近な男女共同参画の促進  

趣  旨 地域は，家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場であり，そこでの男女共

同参画の促進は，男女共同参画社会の実現にとって重要です。地域においては，少子高齢

化の進行，人間関係の希薄化や単身世帯の増加等さまざまな変化が生じており，男女がと

もに役割を担わないと立ちいかなる状況となっています。 

  本市では，市民と行政が役割を分担する中で，地域の課題解決や活性化に向け，協力・

連携して取り組むまちづくりを進めています。これは，地域力を高め，市民一人一人が地

域で「まちづくりの主役」として，協力し合い，いきいきと活躍できるまちの実現をめざ

すものであり，そのためには，市民が主体的に地域に係わることが必要です。 

 

主な事業 地域の特性を生かした男女共同参画の視点による防災活動の必要性について出前講

座や地域の研修会などで啓発を行うと同時に，まちづくりのリーダーを養成する「ふくや

ま・まちづくり大学」を開催しました。また，まちづくりサポートセンターを２０１４年

１０月１日に開設し，市民活動団体の育成を行いました。 

事 業 名 内  容 

出前講座（防災）による啓発 
地域の特性を生かした男女共同参画の視点による防
災活動の必要性について出前講座や地域の研修会な
どで啓発を行いました。 

「ふくやま・まちづくり大学」の開催 
まちづくりの中心的な役割を担う人材を養成するた
め，公開講座やフィールドワーク等を開催しました。 

まちづくり志縁チームの設立 
地域において，役職や立場に関係なく，想い（志）の
ある人が自由に参加することで地域活動の幅を広げ
ました。 

 

成果と課題 出前講座では，地域における「女性の視点を取り入れた防災活動」，「男女のニー

ズを把握したうえでの防災（災害復興）体制の確立」を支援しました。また，まちづくり

サポートセンターを開設し，市民活動団体の活動支援やネットワークの構築を行うなど，

市民活動団体の育成を行いました。さらに，まちづくりの中心的な役割を担う人材を養成

することで，住民主体の地域づくりに向けて，あらゆる世代の男女が主体的に参画し，協

働によるまちづくりを推進することで地域の課題解決や地域の活性化が図られました。 
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〈資料〉福山市調べ 
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地域は家庭とともに最も身近な暮らしの場であり，地域における様々な課題を解決する

ためには，地域活動を男女がともに担っていくことが重要です。このため，引き続き，本

基本計画（第４次）においても，「ふくやま・まちづくり大学」などの取組による協働推

進の中心的な役割を担う人材の養成や市民活動団体等の育成を行い地域における身近な

男女共同参画の促進に努めていきます。 

 

関連するデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止と被害者への支援（福山市ＤＶ対策基本計画） 

趣  旨 配偶者等からの暴力は，決して許されるものではなく，犯罪となる行為をも含む重

大な人権侵害です。そして，被害者は多くの場合女性であり，男女が平等でお互いの尊厳

を重んじて，対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害するもので

す。 

本市においては，ＤＶ防止に向けた取組のより一層の充実を図るため，この「重点目標

５」を「福山市ＤＶ対策基本計画」と位置付け，ＤＶ防止のための市民への啓発，配偶者

以外の恋人や交際相手を含む，配偶者等からの暴力の防止，被害者からの相談対応，被害

者の安全確保及び自立支援などの総合的な推進に努めます。 

 

主な事業 ＤＶに関する講座・セミナーの開催や「ＤＶ防止啓発チラシ」等を配布し，ＤＶ防止に

関する啓発を行いました。また，男女共同参画センター相談員による，ＤＶ等の相談や，

民間委託による日曜相談，ＤＶ被害者の安全確保や自立支援などを行っています。さらに，

ＤＶ被害者の相談・支援に携わる援助者のスキルアップを図るための研修を実施しました。

若年層に対しては，デートＤＶ予防啓発講座を実施しました。ＤＶ被害者の申出による，

住民基本台帳事務における支援措置をとりました。  

項   目 現状値（２０１７年度） 

出前講座（防災）実施回数及び参加者数 
      ７３ 回 

    ３，７９１人 

「ふくやま・まちづくり大学」の講座数・受講者数 
      １２講座 

      ９０７人 

まちづくりサポートセンター登録団体数 １６５団体・企業 

◆地域民主団体の代表者（学区等の代表者）に占める女性の推移 
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〈資料〉福山市調べ 
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事 業 名 内  容 

情報誌「イコール」や講座・セミナー等
による広報・啓発 

情報誌「イコール」，啓発パンフレット及び講座・セ
ミナーにより啓発を行いました。 

デートＤＶ予防啓発講座の実施 
市内の高校，大学に出向き，若年層に対してＤＶ予防
教育を実施しました。 

男女共同参画センターの相談事業の充実 
男女共同参画センターに相談員を配置し，ＤＶやセク
ハラなどの相談（電話・面接）を実施しました。 

相談員等援助者の研修の充実 
ＤＶ被害者の相談・支援に携わる援助者を対象に，Ｄ
Ｖの実態，被害者心理，相談・支援方法など，スキル
アップを図るための研修を実施しました。 

住民基本台帳事務における支援措置 
関係機関の規定に基づき，支援の申出があった場合は
住民票等を加害者に交付しない支援措置をとりまし
た。 

適切な一時保護の実施 
ＤＶ被害者の状況と意向を配慮しながら関係機関と
連携を図り一時保護を行いました。 

 

成果と課題 「ＤＶ防止啓発チラシ」や「デートＤＶ防止ガイドブック」を配布・掲出し，広

く市民に啓発しました。 

ＤＶ等の相談については，男女共同参画センターにおいて祝日以外は相談できる体制を

整えており，相談しやすい状況となっています。また，相談内容に応じた適切な支援をす

るため，必要に応じて関係機関等と連携を図るほか，２０１２年（平成２４年）からは児

童や高齢者，障がい者に対する虐待，ＤＶ被害者への適切な保護や支援，未然防止につい

て横断的に対応するため，「福山市虐待防止ネットワーク」を設置し，連携の強化を図っ

ています。デートＤＶ予防啓発講座では市内の高校，８校（１０回），大学，１校（１回）

で出前講座を実施し，若年層に対してＤＶ予防教育を実施しました。本基本計画（第４次）

でも引き続き，より多くの市内の高校・大学デートＤＶ予防啓発講座を実施できるよう，

目標値（２０２２年度）を１５回と定め，取り組んでまいります。 

 

関連するデータ 

項   目 現状値（２０１７年度） 

デートＤＶ予防啓発講座の実施回数及び受講者数 
高校１０回，大学１回 

２，２７９ 人 

男女共同参画センターの相談件数 
平日相談   １，０９９件 

日曜相談（委託） １３５件 

相談員等援助者の研修の実施回数と参加者数 ３回 ２８人 

住民基本台帳事務における支援措置件数  ２１６件 

一時保護件数 ３件 
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     ◆男女共同参画センターの相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日曜相談（委託）件数の推移 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 〈資料〉福山市調べ 

 

★福山市男女共同参画基本計画（第３次）目標値 

指  標 
指 標 設 定 時 

（２０１２年度） 

目 標 値 

（２０１７年度） 

最 終 数 値 

（２０１７年度） 

デートＤＶ予防啓発講座

の実施回数 
― １０回 １１回 

ＤＶの相談窓口を知って

いる人の割合 
８０．４％ ９０％ 

８４．５％      

（２０１６年度） 

 

６ セクシュアル・ハラスメント等の防止対策の推進  

趣  旨 セクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。）は，相手が望まない性

的な言動などにより，被害者の名誉や尊厳を不当に傷つけ，その能力の発揮を妨げるだけ

ではなく，心身や生活に深刻な影響を与えるものであり，社会的に許されない行為です。 

セクハラは職場や学校，地域活動の場などの継続的な人間関係において，優位な力関係

を背景に，相手の意志に反して行われることから，セクハラは人権侵害であるとの認識を

社会のあらゆる場に徹底するとともに，相談・支援体制の充実を図る必要があります。 
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0.7 
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0.1 

あった

あったと思う

なかった（なかっ

たと思う）

無回答

主な事業  

事 業 名 内  容 

各種ハラスメント防止対策セミ
ナーの開催 

企業等の管理責任者，相談窓口担当者，従業員等を対象に各種
ハラスメント防止対策セミナーを開催しました。 

職場におけるハラスメント防止
対策の推進 

市職員を対象にハラスメント防止対策セミナーを開催しまし
た。 

通学路や公園等における防犯・
安全対策の強化 

スクールサポートボランティアによる児童・生徒の登下校，校
外学習に係る安全・防犯活動を実施しました。 

 

成果と課題 セミナーでは，セクハラやパワハラなどの各種ハラスメント防止対策セミナーな

どを実施し，セクハラ・パワハラなどの防止に関して理解を深めることができました。 

女性や子どもに対する性暴力等の防止対策の推進については，通学路や公園等における

防犯・安全対策の強化対策として，スクールサポートボランティアによる児童・生徒の登

下校，校外学習に係る安全・防犯活動を実施しました。本基本計画(第４次)でも引き続き，

スクールサポートボランティアを募り，学校，保護者，地域住民による子育てのネットワ

ークを強化していきます。 

 

関連するデータ 

 項   目 現状値（２０１７年度） 

ハラスメント防止対策セミナー受講者数 ４４人 

見守り活動登録者数 
小学校    ５，２０３人 

中学校       ３７３人 

 

 

 

  

事業主 

女性従業

員・パート 

男性従業

員・パート 

◆職場におけるセクハラの有無の確認 

〈資料〉「広島県職場環境実態調査」（2017 年度） 
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７ 生涯を通じた健康支援  

趣  旨 男性も女性も，互いの身体的性差を十分に理解し合い，人権を尊重しつつ，相手に

対する思いやりをもって生きていくことは，男女共同参画社会の形成にあたっての前提と

いえます。 

生涯を通じて健康な心身を維持することは，自立した生活を営んでいく上で欠かせな

い要素であり，男女を問わず共通の願いでもあります。このため，すべての人が，心身や

その健康について正確な知識・情報を入手し，日頃から自発的に心身の健康づくりに取り

組めるよう，ライフステージに応じた健康の保持増進対策を推進していく必要があります。 

 

主な事業 「健康ふくやま２１」のフェスティバルや講演会などにより，市民の自発的な健康

づくり活動を推進するとともに，福山市健康増進計画，福山市食育推進計画に基づいて，

食育を推進し，食生活改善推進員の養成と活動支援を行いました。また，イコールふくや

ま講座・セミナーで健康意識の啓発を図りました。母子保健事業として，妊婦・乳幼児健

康診査や訪問指導，こんにちは赤ちゃん訪問事業などを実施しました。スポーツ教室等の

充実（生涯スポーツの推進）では，身近な施設で多くの市民にスポーツをする機会の提供

を行いました。 

事 業 名 内  容 

健康づくり推進事業の推進 
健康ふくやま２１フェスティバルを開催し，市民が積
極的に健康づくり，食育に取り組むことについての啓
発を行いました。 

食育の推進 
食育推進計画に沿って，５つの取組の柱を設け，施策
を行い，食育を通じて，すべての市民が健やかでここ
ろ豊かに生活できるよう取り組んでいます。 

食生活改善推進事業 

地域で食育を推進する食生活改善推進員の養成講座
を開催するとともに，その推進員が健康づくりのため
の推進役として，地域で組織活動を実施するための支
援を行いました。 

女性の健康法，健康セミナーの開催 
イコールふくやま講座・セミナーにおいて，生涯を通
じた健康づくりに関する啓発を行いました。 

がん検診等の実施 
がん検診受診勧奨はがきの発送等，啓発に取り組んで
います。 

スポーツ教室等の充実 
（生涯スポーツの推進） 

身近な施設で多くの市民にスポーツをする機会の提
供を行い，広く市民にスポーツの普及・振興を図りま
した。 
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講じている 講じていない 無回答

◆セクハラ防止対策の有無 

〈資料〉「広島県職場環境実態調査」（2017 年度） 
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こんにちは赤ちゃん訪問事業 
生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し，子
育ての孤立化を防ぐため，育児不安の軽減，子育ての
支援に努めました。 

 

成果と課題 健康ふくやま２１フェスティバルで，市民が積極的に健康づくり，食育に取り組

むことについての啓発を行い，多くの市民に「健康ふくやま２１」の理念の周知が図られ

るとともに，福山市食育推進計画に沿って，家庭や保育所，幼稚園，学校，地域などで食

育を推進することができました。また，母子保健事業により，母子の健康の保持増進と育

児不安の解消が図られました。今後も，健康診査の受診率の向上や訪問事業の充実により，

安心して妊娠・出産ができるよう環境を整備することが必要です。スポーツ教室等の充実

（生涯スポーツの推進）では，様々なスポーツ教室を開催し，広く市民にスポーツの普及・

振興を図り，健康で明るく，活力に満ちた生活の実現に寄与しました。 

 

関連するデータ 

 項   目 現状値（２０１７年度） 

「健康ふくやま２１フェスティバル２０１７」の参加者数 ７，７６４  人 

子どものための楽しい料理教室の実施回数と参加者数 
   １４５回 

延べ ３，８６２ 人 

食生活改善推進員養成講座の実施回数 
（食生活改善推進員の新規加入者数） 

 １３回 
（ ３４人 ） 

女性の健康法，健康セミナーの講座数，実施回数及び参加者数 
講座 ２５回 
延べ  ６７０人 

がん検診等の実施者数 
子宮頸がん １０，２４２人 
乳がん    ６，３２６人 

市スポーツ教室（募集制）の実施数及び参加者数 
   ２１４ 教室 

延べ ４，７０４ 人 

こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問指導者数   ３，６６７人 

◆周産期死亡率の推移 
 
 

 

 
4.0 

3.7 

3.7 3.7

3.6

2.8

4.0 

2.8

3.3

4.1

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

全国

福山市

(出産千対） 

（注）周産期死亡率＝年間の周産期死亡数（※）÷年間の出産（出生＋妊娠満 22 週以後の 

死産）数×1,000 

   ※妊娠満 22 週（154 日）以後の死産に早期新生児（生後１週未満）死亡を加えたもの。 

（資料）人口動態統計 
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 ★福山市男女共同参画基本計画（第３次）目標値 

指  標 
指 標 設 定 時 
（２０１１年度） 

目 標 値 
（２０１７年度） 

最 終 数 値 
（２０１７年度） 

子宮頸がん・乳がん検診受
診率 

子宮頸がん 
20～69歳 36.1％ 
70 歳以上  5.8％ 

乳がん 
40～69歳 29.7％ 
70 歳以上  6.0％ 

子宮頸がん 
20～69歳 42％ 
70 歳以上  8％ 

乳がん 
40～69歳 43％ 
70 歳以上  9％ 

子宮頸がん 
20～69歳  28.1％ 
70 歳以上  6.3％ 

乳がん 
40～69歳  23.6％ 
70 歳以上  7.0 ％ 

 

８ 高齢者，障がい者，外国人市民等が安心して暮らせる環境の整備  

趣  旨 少子高齢化が進む中，女性は男性よりも平均的に長寿であり，高齢者人口に占める

女性の割合が高いため，女性の方がより高齢者施策の影響を受けます。また，障がいがあ

ること，外国人市民であることに加え，女性であることで，更に生活する上で複合的に困

難な状況に置かれている場合があります。 

今後，男女が年齢や障がいの有無に関わらず，住み慣れた地域で，いきいきと安心して

暮らせるよう，介護保険制度の活用に加えて，高齢者を地域で支え合うネットワークづく

りを進めるとともに，障がいのある人に対する相談や支援体制の整備，障がいの早期発

見・早期支援の体制を充実する必要があります。 

 

主な事業 健康教室（一般介護予防事業）により，介護予防のための運動教室や食生活改善に

ついての学習などを実施しました。地域包括支援センターの活動は，高齢者の総合相談・

支援業務，権利擁護業務，介護予防マネジメント業務，指定介護予防支援業務などを行っ

ており，高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより，

保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援しました。成年後見制度利用促進事業にお

いては，判断能力が不十分となった身寄りがいない高齢者に，市長申立による成年後見等

開始の審判請求を行うことで，高齢者の財産等が守られるよう支援しています。障がい福

祉サービスの充実では，障がい者・障がい児が地域で安心して暮らせるようサービスの充

実を図りました。 

 

事 業 名 内  容 

健康教室（一般介護予防事業） 
市内に在住する高齢者に対し，運動教室やお口の健康
教室，食生活改善教室の事業を行いました。 

地域包括支援センター運営事業 

市内に１５箇所の本センター，９箇所のサブセンター
を設置し，高齢者の総合相談・支援業務，権利擁護業
務，介護予防ケアマネジメント業務などを行いまし
た。 

成年後見制度利用支援事業 
認知症等により判断能力が不十分な身寄りのいない
高齢者に対し，市長申立により成年後見開始の審判請
求を行います。 

障がい福祉サービスの充実 
障がい者に対し，訪問系サービス，日中活動系サービ
ス，居住系サービスを行いました。 
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成果と課題 健康教室（一般介護予防事業）においては，９，２６０人が参加し，運動機能，

栄養改善，口腔機能の向上だけではなく，他参加者とのコミュニケーションを取ることで，

より効果的な介護予防につながりました。地域包括支援センター運営事業では，各センタ

ーにおいて包括的支援事業が適切に実施されました。また，センターの機能強化により適

切な事業実施に向けた取り組みを行いました。成年後見制度の利用促進では，福山市版パ

ンフレットを作成し，各支所，地域包括支援センター等の窓口へ設置し，制度の周知・啓

発に努めました。また，障がい者に対しても，障がい福祉サービスを充実することにより，

住み慣れた地域で，いきいきと安心して暮らせるよう相談や支援体制の整備，障がいの早

期発見・早期支援体制の充実を図りました。 

引き続き，高齢者・障がい者を地域で支え合うネットワークづくりを進める施策の推進

が必要となります。 

 

関連するデータ 

 項   目 現状値（２０１７年度） 

健康教室（一般介護予防事業）の実参加人数   ９，２６０ 人 

地域包括支援センター設置数 
本センター    １５箇所 

サブセンター    ９箇所 

成年後見制度申立件数     ２０件 

障がい福祉サービス支給決定者数 

訪問系サービス   ２，１４７人 

日中活動系サービス ２，３９４人 

居住系サービス      ７９１ 人 

 

 

 

 

 

 

福山市における要介護（要支援）認定者数

2017年（平成29年）3月31日現在

（単位：人）

要支援１

7,155

要支援２

3,706要介護１

5,026

要介護２

3,200

要介護３

2,561

要介護４

2,707

要介護５

2,433
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◆主な介護者 

 

９ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の促進  

趣  旨 仕事は暮らしを支え，生きがいや喜びをもたらすものですが，同時に，家事・育児

や地域との関わりも暮らしには欠かすことはできないものであり，その充実があってこそ，

人生の生きがい，喜びは倍増します。 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進は，男女共同参画社会の形成に

つながる身近な取組であることから，そのことが持つ意義について，企業を含めて社会全

体に浸透させる必要があります。 

そして，長時間労働の見直しや育児・介護休業制度の普及・取得の促進などを通じて，

男性の家庭生活への参画を促すとともに，多様なニーズに対応した保育サービスの提供等，

子育て支援策の充実と合わせて，男女がともに仕事や家庭生活，地域活動などに自らの希

望するバランスで参画できる環境づくりを進めていく必要があります。 

 

主な事業 家事・育児・介護等に関する講座・セミナーの開催やキラキラサポーター養成講座，

などを実施しました。子育てを応援してほしい人と子育てを応援したい人が会員登録を行

い，ファミリー・サポート・センター事業を行いました。また，保護者の多様なニーズを

ふまえ，延長保育・一時保育等の保育サービスや放課後児童クラブ事業の充実を図りまし

た。こども発達支援センター事業では発達障害又はその疑いのある就学前の児童及びその

保護者に対し，相談や診察，訓練などを行うとともに保育所，療育機関，医療機関等と連

携を行いました。 

事 業 名 内  容 

ワーク・ライフ・バランスを可能にする
就業環境の整備 

事業主，企業の人事労務責任者等を対象に両立支援セ
ミナーを開催しました。 

家事・育児・介護等に関する講座・セミ
ナー等の開催 

これまで家庭生活への参画の少なかった父親を対象
に，育児に関する講座を開催しました。 

キラキラサポーター（子育て支援ボラン
ティア）養成講座の開催 

「こんにちは赤ちゃん訪問事業」などの活動に参加し
てもらえるキラキラサポーターを養成するための講
座を開催しました。 

配偶者（夫又

は妻）, 30.3

息子, 14.7

娘, 19.3

子の配偶者, 

8.7

孫, 3.2 

兄弟・姉

妹, 1.4

介護サービス

のヘルパー, 

11.4

その他, 0.9

無回答, 33.8

 

〈資料〉福山市「高齢者の暮らしについての実態調査結果報告書」（2017年度） 

単位：％ 

 

全体（ｎ＝875） 
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延長保育事業 
認可保育施設に入所している児童で，保育時間の延長
を必要とする児童を対象に，保護者の希望により，保
育所の開所時間を超えて保育を行いました。 

ファミリー・サポート・センター事業 
子育てを応援してほしい人と子育てを応援したい人
が会員登録し，相互援助活動を行いました。 

放課後児童クラブ事業の拡大・充実 

授業終了後から午後６時まで，保護者が家庭にいない
小学校１年生から３年生の児童（特別支援等を要する
児童は６年生まで）を対象に，小学校の余裕教室等を
利用して，各クラブに指導員（非常勤嘱託）を配置し，
児童を指導しました。 

こども発達支援センター事業 
発達障害又はその疑いのある就学前の児童及びその
保護者に対し，相談や診察，訓練などを行うとともに
保育所，療育機関，医療機関等との連携を行います。 

 

成果と課題 これまで家庭生活への参加の少なかった男性の積極的な参画を促進するため，イ

コールふくやま講座・セミナーを開催し，意識啓発に取り組みました。しかし，男性の講

座等への参加率は低く，このことも影響して男性の意識啓発が思うように進んでいない状

況があります。引き続き，本基本計画（第４次）でも男性が受講してみたいと思うような

講座等を企画し，意識啓発していくことが必要です。 

また，２０１７年度から新たに開始した福山ネウボラ（妊娠，出産，子育てに関し切

れ目のない支援）の中で，ファミリー・サポート・センター事業では，子育てを応援して

ほしい人と応援したい人が会員となり相互援助活動を行い，児童福祉の向上を図りました。

様々な保育サービスの提供や放課後児童クラブ事業，放課後子ども教室では，安心して子

育てができる環境づくりを行いました。 

こども発達支援センターでは発達障害又はその疑いのある就学前の児童，保護者に対し，

相談や診察，訓練など包括的に支援を行っており，関係機関との連携を行い，発達に課題

のある児童の広域的な支援拠点としての役割を果たしています。 

 

関連するデータ 

 項   目 現状値（２０１７年度） 

親を対象に，育児に関する講座参加者数 ７ 回     ２３５人 

子育て支援ボランティア養成講座の実施回数 
（子育て支援ボランティアの年度末登録者数）  

  ８ 回 
（２０５人） 

延長保育実施数 
公立保育所 ５３所 私立保育所 ４２所   
私立認定こども園 ２２所 地域型保育事業所 １０所 

ファミリー・サポート・センター事業活動  
延べ件数 

 １，６４１件 

一時保育事業の実施施設数 
公立保育所 ５３所 私立保育所 ３７所       
私立認定こども園 １９所 地域型保育事業所 ７所
いくたす １所 子育て応援センター（分室） １所  

休日保育事業の実施施設数 
公立施設 １所 私立保育所 ３所       

私立認定こども園 ２所 
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病児・病後児保育事業の実施医療機関数  ４ か所 

放課後児童クラブ事業の利用児童数及び開設
数 

利用児童数 ４，９１４人 
開設数７４か所 １０８教室 

放課後子ども教室の参加児童数及び実施学区
数 

参加児童数 延べ ２８，６２３ 人 
実施回数 １，３８９回， ４２学区 

こども発達支援センター利用延件数 ３，７７５件 

◆家庭における男女の平等感 

◆出生数とキラキラサポーターの登録数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ＜資料＞ 福山市調べ 

 

 

★福山市男女共同参画基本計画（第３次）目標値 

指  標 
指標設定時 

（２０１２年度） 
目 標 値 

（２０１７年度） 
最 終 数 値 
（２０１７年度） 

延長保育実施所
数 

２時間延長 
７所 

３時間以上延長 
３所 

２時間延長 
１３所 

３時間以上延長 
４所    

（２０１４年度） 

２時間延長 
６所 

３時間以上延長 
３所 

ファミリー・サポ
ート・センター事
業の登録会員数 

依頼会員  ５５９人 
協力会員  １８７人 
両方会員    ９２人 
（２０１１年度） 

依頼会員  ７３５人 
協力会員  ２６０人  
両方会員  １５５人 

依頼会員  ６１６人 
協力会員  １６１人 
両方会員   ７３人 

問１　①家庭では〔％〕

N =

全　　　体 1004

女性 595

男性 369

18歳～29歳 139

30歳～39歳 171

40歳～49歳 199

50歳～59歳 184

60歳～69歳 145

70歳以上 133

8.3

10.6

3.8

2.9

5.8

10.6

11.4

9.0

6.8

43.4

45.0

41.5

30.9

44.4

38.7

49.5

51.0

47.4

32.3

30.8

34.7

43.9

32.2

29.6

27.7

32.4

30.8

7.6

5.9

10.3

10.1

5.8

11.6

4.3

4.1

9.0

2.0

1.7

2.4

4.3

1.2

3.0

1.6

0.0

1.5

5.3

4.9

6.5

7.9

8.8

5.5

4.9

2.8

2.3

1.2

1.2

0.8

0.0

1.8

1.0

0.5

0.7

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性のほうが非常に優遇されている どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている わからない

無 回 答

4,528 4,340 4,223 
3,933 3,946 

162
173 190

195 205

0

50

100

150

200

250

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

出生数

キラキラサポーター登

録数

〈資料〉福山市「男女共同参画に関する市民意識調査」（2016年） 
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１０  働く場における男女共同参画の促進   

趣  旨 働くことは生活の経済的基盤となるとともに，私たちに生きがいをもたらし，自己

実現や社会貢献につながるものです。働きたい人が性別にかかわりなく，その能力を十分

に発揮することができる雇用環境を整備することは，男女共同参画社会の実現にとって極

めて重要なことです。とりわけ，少子高齢化による労働力人口の減少が進む中で，女性の

就業はこれからの経済の活性化に大きく貢献するものです。 

これまで，「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」の改正などにより，制度面

での整備が進められ，雇用の分野での男女の均等な機会と待遇の確保や，男女がともに子

育て等をしながら働き続けることができる雇用環境などが徐々に整備されてきました。 

しかしながら，職場における男女の地位については，「男性優遇」となっている職場が

多いようです。 

このため，女性の起業や就業や就業継続の支援及び，出産・子育て等で一旦仕事を離職

した女性の再就職支援のために学習機会等を提供することが必要です。 

また，農林水産業に従事する女性は，生産・経営活動において重要な役割を果たしてい

るにも関わらず，その労働が十分に評価されていない場合があるため，男女が対等なパー

トナーとして経営等に参画できるような取組を進めることが大切です。 

 

主な事業 事業者等を対象として，関係機関と連携しての両立支援セミナー，出前講座などを

実施し，職場における男女共同参画の推進について啓発を行いました。また，イコールふ

くやまや沼隈サンパル等において，起業セミナー，能力アップセミナー，資格取得講座，

再就職準備セミナー等を開催し，女性のチャレンジ支援の推進を図りました。企業啓発研

修会では人権意識の高揚を図ることにより，企業の果たす役割について一層の認識を固め

る啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題 市民や事業者等を対象に，各種セミナーや出前講座等を実施し，職場における男 

女共同参画推進の啓発や女性のチャレンジ支援を推進しました。また，職場などにおけ

る男女共同参画の取組を促進するため，２０１６年度からふくやまワーク・ライフ・バ

ランス認定制度を開始し，その中で，女性の能力発揮の促進や仕事と家庭・地域活動と

の両立支援で特に優れた取組を行っている事業者を「福山市男女共同参画推進事業者」

として，２０１７年度は２事業者を表彰しました。 

事 業 名 内  容 

男女の均等な雇用機会と待遇確
保の意識啓発 事業主，企業の人事労務担当者や労働者等を対象に，両立支援

セミナー等を開催するとともに，事業所等へ講師を派遣して出
前講座を実施しました。 ポジティブ・アクションの周

知・啓発 

企業啓発研修会の実施 
人権意識の高揚を図ることにより，企業の果たす役割について
一層の認識を固める啓発を行いました。 

パソコン，自己表現セミナー，
能力アップセミナーの開催 

起業や就業する女性の職業能力の開発・向上を図るため，イコ
ールふくやま講座・セミナーを開催しました。 

資格取得講座の開催 
市内に在住の働きたい女性又は在勤で資格取得の意欲がある
女性を対象に，沼隈サンパルに「女性雇用支援事業」として委
託し，開催しました。 
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関連するデータ 

 項   目 現状値（２０１７年度） 

両立支援セミナーの参加者数 ４４ 人 

企業啓発研修会の出席社数       ４６２ 社 

能力アップセミナー等の講座数，実施回数及び参加者数 
講座  ４２ 回 

延べ ７５１ 人 

資格取得講座（ファイナンシャルプランナー，医療事務等）

の受講者数 
延べ １，２２８ 人 

◆職場における男女の平等感 

◆年齢階級別の労働力率 

問１　②職場では〔％〕

N =

全　　　体 1004

女性 595

男性 369

18歳～29歳 139

30歳～39歳 171

40歳～49歳 199

50歳～59歳 184

60歳～69歳 145

70歳以上 133

12.2

14.5

7.9

5.8

12.3

12.1

14.1

17.2

9.8

39.7

38.0

44.4

33.8

43.9

43.7

41.8

41.4

33.1

24.6

23.7

26.0

31.7

23.4

24.6

26.6

20.0

21.1

6.7

5.0

9.2

10.1

9.4

6.5

7.1

1.4

4.5

1.0

0.8

1.4

3.6

0.0

1.5

1.1
0.0

0.0

12.5

15.1

8.4

15.1

11.1

10.6

8.7

13.1

18.8

3.3

2.9

2.7

0.0

0.0

1.0

0.5

6.9

12.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性のほうが非常に優遇されている どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている わからない

無 回 答

17.5 

78.2 

96.5 97.0 97.4 96.7 96.2 95.7 93.5 

78.8 

30.6 

15.1 

71.2 

79.8 

73.4 

75.9 
79.4 80.4 

77.9 

68.1 

49.1 

15.3 
14.0 

73.0 

77.0 

71.1 

72.5 
77.3 79.3 

74.5 

64.6 

47.5 

16.2 14.7 

69.5 

81.4 

73.5 

72.7 
76.0 77.9 

76.2 
69.4 

52.1 

16.7 

10

40

70

100

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65歳以上

福山市男性 2015年
福山市女性 2015年
福山市女性 2010年
全国女性 2015年

（％）

〈資料〉福山市「男女共同参画に関する市民意識調査」（2016年） 

〈資料〉総務省「国勢調査」 

注）労働力率は，15歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める労働力人口の割合 
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8.7

16.2

18.5

13.7

18.2

14.1

16.6

0 5 10 15 20 ％

◆女性管理職の登用状況 

〔事業主調査〕 

◆管理職に占める女性の割合 

〔事業主調査〕   

  

 

 

  

  

   

 

★福山市男女共同参画基本計画（第３次）目標値 

指  標 
指標設定時 

（２０１１年度） 
目 標 値 

（２０１７年度） 
最 終 数 値 
（２０１７年度） 

仕事と家庭の両
立支援セミナー
の参加者 

１０３人 
（２０１１年度） 

１５０人 １０４人 

女性雇用支援事
業の資格取得講
座への参加延べ
人数 

３，６５０人 ５，０００人 １，２２８人 

 

１１ 計画の推進 

趣  旨 男女共同参画社会の実現に向けて，諸課題の解決を図るために，今後とも市民，事

業者の理解と協力を得ながら基本計画を着実に推進していく必要があります。 

このため，「福山市男女共同参画推進会議」において男女共同参画の施策の総合的かつ

効果的な推進を図るとともに，「福山市男女共同参画審議会」と連携して，男女共同参画

に係る重要課題の把握に努め，市民や事業者の意見を幅広く施策に反映していく必要があ

り，本基本計画（第４次）においても，同様の体制で着実に基本計画を推進してまいりま

す。 

 

34.2 

34.9 

38.5 

59.4 

57.3 

57.0 

6.4 

7.7 

4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017年度

2016年度

2015年度

登用している

登用していない

無回答

 

〈資料〉広島県「広島県職場環境実態調査」（2017 年度） 

 

〈資料〉広島県「広島県職場環境実態調査」（2017 年度） 

単位：％ 

（内訳） 10～29 人 

     30～49 人 

    50～100 人 

101 人～300 人 

301 人以上 

 

2016 年度 

2017 年度 
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福山市男女共同参画推進会議・審議会の開催 

年 月 日 会  議  名 審  議  内  容 

2017年（平成 29年） 

7月 18日 

第１回推進会議 【報告事項】 

 ・2016年度（平成 28年度）男女共同参画基本計画（第 3次）

の年次報告について 

 ・審議会等への女性の参画状況について 

 ・2017年度（平成 29年度）男女共同参画推進計画について 

 ・福山市男女共同参画推進会議設置要綱の改正について 

【協議事項】 

 ・福山市男女共同参画推進表彰について 

  ・福山市男女共同参画基本計画（第４次）に盛り込むべき事

項について 

2017年（平成 29年） 

8月 1日 

第１回審議会 【報告事項】 

・2016 年度（平成 28 年度）福山市男女共同参画基本計画（第

3次）の年次報告について 

・審議会等への女性の参画状況について 

・2017年度（平成 29年度）男女共同参画推進計画について 

【協議事項】 

・男女共同参画推進事業者表彰について 

・福山市男女共同参画基本計画（第４次）盛り込むべき事項に

ついて 

2018年（平成 30年） 

1月 19日 

第２回推進会議 【協議事項】 

・福山市男女共同参画基本計画（第４次）に盛り込むべき事項

について 

2018年（平成 30年） 

2月 6日 

第２回審議会 【協議事項】 

・福山市男女共同参画基本計画（第４次）に盛り込むべき事項

について 

 


